
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 5年度 事 業 報 告 書

特定非営型活動法人ライツオン・チルドレン

1 事業の成果

令和 5年度は、子どもに向けたプロジェクトとしては、「パソコン寄贈&講習会」を 1都 3県・高知県・

沖縄県で実施するとともに、令和 5年 2月 に沖縄県でスター トした
「パソつか」を本格的に実施した。

「パソコン寄贈&講習会」は、1都 3県で 37人、高知県で 16人、沖縄県で 18人が参加 し、対面また

はオンラインの講習会で学ぶとともに 1人 1台のノー トパソコンを受け取った。このプロジェクトは平

成 27年度の設立当初から続けてきたものだつたが、今後予定されているWndOwsの仕様変更や、デジ

タル技術の利用状況の変遷を踏まえて、令和 5年度末をもって終了することを決定した。令和 5年度の

間にパソコン寄贈のニーズの調査を行ったうえで、令和 6年度から後継プロジェクトを実施することを

決定し、その準備を進めた。

「パソつか」は、 2つの児童養護施設でそれぞれ 4回実施し、施設に入所する子どもの
べ 150人が参

加 した。子どもたちは、リラックスした雰囲気の中で、パソコンを使ったゲーム作成 (プ
ログラミング)

や動画制作を楽しんだ。「パソつか」はこれまでのパソコン関連のプロジェク ト (fパソ
コン寄贈&講習

会」や 「ジョブリハ プログラミングの仕事」)と は、次の点で一線を画する :高校生や社会的養護出身

者ではなく小中学生が主な参加者層となっていること、児童養護施設を当法人スタッフが訪間する形で

実施 していること、パソコンを寄贈するのではなく体験機会の提供に目的を絞っていること。
一方で、

子どもに対してスタッフが 1対 1でついて、ひとりひとりのペースに合わせて進めるという
「パソコン

寄贈&講習会」で培ったノウハウは引き継いでおり、丁寧な対応に努めた。年度の後半には、令和 6年

度に実施する施設等を決定して、その準備を進めた。

施設職員向けの取 り組みとしては、令和 4年度までビデオ会議で実施していた
「社会的養護職員のた

めの ITセ キュリティ/リ テラシー研修」を動画配信などの形で広く提供することを計画していたが、人

員確保や他のプロジェクトとの両立の難しさから、断念した。

その一方で、「ITセ キュリティノリテラシー研修」の流れを汲む別の新プロジェクトの企画について社

内で協議を重ね、児童養護施設における子どものスマホ利用に関するトラブルに焦点を当てた取り組み

を令和 6年度から実施することに決定した (ワ タシ TOス マホ プロジエク ト)。 令和 5年度の間は、内

容の準備、人員や財源の確保、協力して頂く児童養護施設の選定などを進めた。

企業等に向けては、引き続き使用済みデバイス (パ ソコン、タブレット、スマー トフォン)の寄付を

呼びかけるとともに、一部の都内支援企業では新 しい試みとして社内チャリティ
バザーを実施 した

(G00D DRIVEプ ロジェクト)。

インターネット等を通じて不特定多数に向けて発信する取り組みとしては、日本国内で児童虐待に遭

っている子どもや、児童虐待を見聞きした人に向けて、英語や「やさしい日本語」で情報を提供する記



事を作成し、ウェブサイ トで公開した。「社会で子育て ドットコム」は引き続き休上した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 :27,392】 千円)
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その他 この法
人の目的を達
成するために
必要な事業

【社会的養護職員向け IT
セ キュ リテ ィ/リ テ ラシー

研修】社会的養護職員に向
けて研修を動画配信する
計画だったが、断念した。
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3人

(準備の

み)

実施なし 実施なし
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(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 0 】千円)
足 承 に記載
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事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 13号 (法第28条関係 )

令和5年度 活動計算書 (その他事業が上登場合)
事 業 報 告 用

尉活■ま人ライ ン・テルドレン
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書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 5年度 貸借対照表
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ライツオン・t」LE_ヒ≧
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式 16 28条 係 )

令和 5年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ライツオン・チル ドレン

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)に
よっています。
(1)固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は3年で均等償却しています。

(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2.事 業別損益の状況
円 )

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳
(単位 :円

管理部門 合計事業部門計
事業 事業事業 事業

科 目

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3 受取助成金等
4 事業収益
5.その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費
給料手当

役員報酬
退職給付費用

福利厚生費

人件費計
(2)その他経費
会議費
旅費交通費
施設等評価費用

減価償却費

印刷製本費

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

算定方生金額内容



4 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は106,999,620円 ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。
円 )

5.固 定資産の増減内訳
:円 )

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単 :円 )

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産
の増減の状況を明らかにするために

７
・

8

必要な事項

事業費と管理費の核分方法

地代家賃は使用面積に基づいて核分。

給料手当は業務時間に基づいて技分。

その他の事業に係る資産の状況

備考当期増加額 期末残高内容 期首残高
1,005,940 1,005,940PC Donation &

Online Lecture in
0kinava for
Children Living

er Social Care

受助成金として負債に計上していま

す。

交付 け 2 000 00 円0 は [j金成
パソつか (パ ソコン

をつかってつくろ

う)プロジェクト
〈
υ1.005,9401,005,94Q合計

期末帳簿価額減価償却累計額期末取得価額減少期首取得価額 取得科 目

328,741

18,001,485

346,000

-954,7411,283,482

18,001,485

346,OQ:Q

493,110

152

790,372

18,001,333

346,000
18,676,22619,630,967 -954,741【

Ｌ四受國790,372

有形固定資産
一括償却資産

無形固定資産

投資その他の資産

社会的養護の子ど

もの自立支援基金

特定資産

敷金
合計 ■口E留

期末残高当期返済当期借入期首残高下百

合計

丙、近親者
及び支配法

人との取ユL

内、役員と
の取引

計算書類に

計上された

金額 _
科 目

(活動訂雰書)

活動計算書計

(貸借対照表)

貸借対照表計

円
~類

面藪国



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 5年度 財産目録
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ライツオン・量2レ ドレン
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63,992,347
23,906.524

1
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1

(2)=孤目更百百
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3
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2
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書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和5年度年間役員名簿ぜ:ITIIttII:乳盤
=:露
::雲習:7琶

『

び

特定非営利活動法人 ライツオン・チル ドレン

1 檀認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

′

′

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員―覧

(フ リガナ) 前事業年度内
の就任期間

報酬を受けた期間
(腋当奢のみに日入)役 名

氏  名

タテガミ ユミコ 令和5年4月 1日 ～

令和6年3月 31日

令和5年4月 1日 ～

令和6年 3月 31日
理事
立神 由美子

イタミ ケイ 令和5年4月 1日 ～

令和6年3月 31日伊丹 桂
理事

オオサカ タイチ 令和5年4月 1日 ～

令和6年 3月 31日大坂 太一
理事

ノグチ イツタケ 令和5年4月 1日 ～

令和6年 3月 31日野口 五丈
監事

´
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■
■
■



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人ライ2左≧二二上上22

氏   名

1 立神 由美子

2 伊丹 桂

3 大坂 太―

4 野口 五丈

5 石井 宏茂

6 新武 久美子

7 原田 真由子

8 石田 剛

9 樽見 薫  

10 中島 健―朗

11

12




